
通級指導教室への相談は

１ はじめに、学級担任へ相談してください。

２ 相談の申込みは、自分の学校の教頭先生から通級指導
教室設置校の教頭先生にしていただきます。

３ その後、通級指導教室担当者との面談を行います。

○秋田市立中通小学校
８３３－５９９９
(通級指導教室専用)

８３３－４３４１(学校)
○秋田市立旭南小学校
８６２－５９７７
(通級指導教室専用)

８２４－５２８１(学校)
○秋田市立土崎小学校
８４５－３２７１(学校)

○秋田市立日新小学校
８２８－４４０８(学校)

○秋田市立桜小学校
８３６－６６７１
(通級指導教室専用)

８３３－３３７５(学校)

※中学生を対象とする通級指導
教室は、秋田市教育研究所内
に設置されています。

心配なこと

悩んでいること・・・

いつでも

ご相談ください。

通 級 指 導 教 室

ご 案 内

（小学生を対象とする通級指導教室）

秋田市教育委員会



ことばについて

○『せんせい』を『テンテイ』『さかな』を『タカナ』『ラッパ』を『ダッ
パ』など、正しい発音ができなかったり、はっきりしなかったりする。

○声が鼻に抜けたり、鼻にかかったりしてわかりにくい話し方をする。
○『ぼ、ぼ、ぼくは・・・』『あの、あの、あのね・・・』などのように、
ことばのはじめの音やことばを繰り返したり、『ぼ－くがね』のように伸ば
したりする。

○いつまでも幼児語を使う。
○知っていることばの数が少なく、話がうまくつながらない。

コミュニケーションや学習、行動について

○注意を集中しにくく、落ち着きがない。
○自分の気持ちを適切に表現できないため、友達と上手にかかわりをもつこと
ができない。

○文字や文章をとばして読んでしまうことが多い。
○黒板等に書かれた文字を書き写すことが極端に苦手である。
○気持ちが不安定になったり、感情をコントロールできなかったりする。
○特定の学習（読むこと、書くこと、話すこと、計算すること等）が極端に苦
手である。

１ 普段は自分の学校で勉強しながら、週１、２回程度の時間を決めて、
通級指導教室に通います。このようなシステムを「通級による指導」と
いいます。

２ 指導時間は、在籍校や保護者の方と相談の上、決めます。

３ 通級指導教室での学習時間は、通常の学級で授業を受けた場合と同じ
扱いになります。

４ 校外からの通級は、保護者の付き添い（送迎）を原則とします。

このような心配や、悩みがあれば

お気軽に、ご相談を・・・・・

実際に

指導を受けることになったら

一対一の個別指導が中心ですが、必要に応じて小グループで
指導することもあります。
楽しい雰囲気の中で実際に勉強をしているいくつかの例をみてみましょう。

通級指導教室で、

どんな指導を受けられるかというと・・

正しい発音に必要な器官

（唇、舌、あご等）の働き

を改善するため、基礎的な

機能訓練をしたり、鏡を使

って正しい発音の仕方を練

習したりします。

音やことばに注意し、その

違いを区別して理解するため

に、いろいろな音を聞いたり、

先生や友達、自分の声を正し

く聞き分ける練習をしたりし

ます。

のびのびとした雰囲気の

中で、先生と楽しくおしゃ

べりしながらことばの数を

増やしたり、場面に応じた

話し方を学んだりします。

いろいろな教材や教具を活

用し、苦手な学習（読む、書

く、話す、計算する等）の改

善につなげます。

ゲームや遊びを通して、

自分の気持ちを相手に伝え

たり、感情をコントロール

したりする力を身に付け、

人と付き合う際のルールや

マナーを学びます。

在籍学校の先生にも、

通級指導教室での様子を

伝え、お子さんの力を伸

ばすことができるように

支援します。


